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多様な働き方実践企業等若年求職者向け広報事業業務委託に係る 

企画提案競技実施要項 

 

１ 委託する業務の内容 

委託する業務（以下「本業務」という。）の内容は、「多様な働き方実践企業等若

年求職者向け広報事業業務委託仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおりとする。 

 

２ 委託期間 

契約締結日から令和５年３月１５日まで 

 

３ 委 託 料  

１０，０００千円（消費税及び地方消費税（税率の合計１０％）を含む。）を上限

とする。 

 

４ 参加資格 

次に掲げる要件を全て満たしている者とする。 

（１）  物品の買入れ等に係る入札参加資格に関する告示（埼玉県告示第８７０号（令

和２年８月４日））に基づき、業種区分「催物、映画、広告、その他の業務」

において登録されている者であること。 

（２）次のアからオに該当する者であること。 

  ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

しない者であること。 

  イ 埼玉県財務規則（昭和３９年埼玉県規則第１８号）第９１条の規定により埼

玉県の一般競争入札に参加させないこととされた者でないこと。 

  ウ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと、又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に

基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、手続開始

決定後に埼玉県知事が別に定める競争入札参加資格の再審査を受けている者は

この限りではない。 

  エ 本件企画提案競技の公告日から本契約の成立までの期間に、埼玉県の契約に

係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止の措置を受けていない者

であること。 

  オ 本件企画提案競技の公告日から本契約の成立までの期間に、埼玉県の契約に

係る暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外等の措置を受けていない者であ

ること。 

 

５ 質問事項の受付 

  本要項の内容等に関する質問を次のとおり受け付ける。 

（１）受付期限 

令和４年７月１日（金）午後５時まで 

（２）受付方法 

質問書（様式１）に記入の上、電子メールで提出すること。なお、送信後、電

話で着信確認をすること。電話等による質問には簡易なものを除き応じない。 
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＜受付＞ 

埼玉県産業労働部多様な働き方推進課 総務・多様な働き方認定担当 

（E-Mail）a3960-01@pref.saitama.lg.jp 

（電 話）０４８－８３０－３９６３ 

（３）回答方法 

質問に対する回答は、質問した法人名等を伏せた上で、全ての質問者に令和４

年７月８日（金）までに電子メールで回答するほか、本実施要項を掲載したホー

ムページに掲載する。 

ただし、内容によっては以下による方法で回答する場合がある。 

ア 内容の集約による回答 

  趣旨が同じ質問は、集約して回答する場合がある。 

イ 質問者のみに回答 

  参加資格に関することは、質問者に対してのみ回答することがある。 

ウ その他 

  質問内容によっては回答しない場合がある。 

 

６ 企画提案競技参加希望書の提出 

企画提案競技への参加を希望する場合は、あらかじめ様式２「多様な働き方実践

企業等若年求職者向け広報事業業務委託に係る企画提案競技参加希望書」（以下、「希

望書」という。）を提出すること。 

（１）提出方法 

希望書の提出方法は E-Mail とする。 

なお、必ず電話で着信確認をすること。 

＜提出先＞ 

埼玉県産業労働部多様な働き方推進課 総務・多様な働き方認定担当 

（E-Mail）a3960-01@pref.saitama.lg.jp 

（電 話）０４８－８３０－３９６３ 

（２）提出期限 

令和４年７月１５日（金）午後５時必着 

 

７ 企画提案書等の提出 

（１）提出書類 

     企画提案に当たっては、以下の書類を提出すること。 

  ア 企画提案書 

 企画提案書の様式は任意とするが、７（２）「企画提案書の記載事項（企画提

案の内容）」及び仕様書に基づいて、Ａ４判・片面（２０頁以内）で作成するこ

と。 

  イ 企画提案書（概要版） 

 上記（１）企画提案書の概要をＡ４判・片面で１ページにまとめて作成する

こと。  

  ウ 委託料の見積書 

（ア）「３ 委託料」に掲げる上限金額（消費税及び地方消費税を含んだ額）の

範囲内で作成し、その合算額（委託料の総額）を明記すること。 
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（イ）経費の内訳表も併せて作成すること。なお、経費内訳表の作成に当たり、

企画、デザイン、取材、編集等の経費区分が分かるものとし、その性質上

「一式」以外で計上できないものを除き、全ての単価を計上すること。 

（ウ）宛名は、「埼玉県知事 大野元裕」とすること。会社印、代表者印は不要。 

（エ）再委託する場合は、再委託先、再委託内容、金額を明記すること。 

  エ 法人の概要がわかるもの（様式３及び設立趣旨、事業内容のパンフレット等） 

  オ 定款の写し及び登記事項証明書（提案日前３か月以内に発行されたもの。写

し不可）又はこれらに準ずるもの。 

  カ ４ 参加資格（２）のアからオのいずれにも該当する旨の誓約書（様式４） 

（２）企画提案書の記載事項（企画提案の内容） 

   仕様書に記載した事項を踏まえ、次の項目について提案を行うこと。 

   なお、提案に当たっては、「①仕様書の内容を具体化したもの」「②仕様書に独

自で上乗せするもの」「③仕様書と異なる提案を行うもの」の別が明確に判別で

きるようにすること。 

  ア 基本方針（広報戦略） 

 本業務を実施する上での基本方針及び特に重要と考えるポイントを記載する

こと。 

  イ 実施体制 

 仕様書の「５ 業務従事者及びスケジュール」の記載内容を踏まえ、具体的

な体制を提案する。なお、再委託を予定している場合、その予定事業者につい

ても事業概要（所在地、事業内容等）や役割分担について記載すること。 

  ウ 実施スケジュール 

 仕様書の「５ 業務従事者及びスケジュール」の記載内容を踏まえ、企画、

バナー広告の制作・掲出、企業訪問、記事作成等各工程に分類し、具体的なス

ケジュールを提案すること。 

  エ 業務の実施方法 

仕様書の「４ 業務委託の内容」の実施方法について具体的に提案すること。

特に次の点に留意する。 

  （ア）ペルソナの設定 

  コロナ禍を経て働き方を見直し、働きやすい職場環境づくりに取り組んで

いる企業に興味を持つペルソナ案（６種）を提案すること。 

  （イ）ランディングページの作成 

  若者が就職先を検討する際に、働きやすい職場環境づくりに取り組んでい

る埼玉県内の企業を認知し、就職先の候補として意識してもらえるような効

果的なランディングページを作成すること。作成に当たっては、以下の掲載

事業等をビジュアルでわかりやすく盛り込み作成すること。 

（掲載事業） 

・多様な働き方実践企業 

・男性育児休業等推進宣言企業 

・テレワーク実践企業 

・企業内保育所設置企業 

  （ウ）クリエイティブの作成等 

  バナー等のクリエイティブ（若年求職者向け）を１種作成し提案すること。
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また、動画のクリエイティブのターゲットや目的、シナリオ概要、時間等の

動画制作案を２種提案すること。 

  （エ）クリエイティブの掲出 

  クリエイティブの掲出媒体、期間、露出量を提案するとともに、想定され

るクリック数を提示すること。 

  （オ）効果検証 

  効果検証の具体的な内容や手法を提案すること。 

  （カ）働きやすい企業の事例広報 

取材企業の選定に関する提案（具体的な企業名ではなく選定テーマでも

可）、想定する取材テーマ、掲載媒体について提案すること。 

  （キ）その他（追加提案等） 

  上記アからオの項目以外で、追加提案等がある場合は提案すること。 

（３）企画提案書等の提出部数及び提出方法 

  ア 提出部数 

 企画提案書は正本１部、副本４部を提出すること。ただし、副本には、７（１）

エ～カの添付は不要とする。  

  イ 提出方法 

 持参又は郵送（書留による）とする。 

 【提出先】 

 埼玉県産業労働部多様な働き方推進課 総務・多様な働き方認定担当 

 住所：〒330-9301 さいたま市浦和区高砂３－１５－１ 

  ウ 提出期限 

 令和４年７月２２日（金）午後５時必着 

 持参の場合は、土曜日及び日曜日を除く午前８時３０分から午後５時まで   

  エ その他 

  （ア）企画提案書等の提出については、１者につき１提案に限る。 

  （イ）企画提案書等の提出後は、その内容を変更することはできない。また、提

出された企画提案書等は返却しない。 

  （ウ）提出された企画提案書等は、提出者に無断で使用しない。ただし、埼玉県

情報公開条例（平成１２年埼玉県条例第７７号）に基づき公文書開示請求が

なされた場合は、この限りではない。 

  （エ）企画提案書等の作成に係る経費は、提案者の負担とする。 

 

８ 委託候補者の選定 

  委託先の選定に当たっては、企画提案書等を提出した者が、多様な働き方実践企

業等若年求職者向け広報事業業務委託先選定委員会（以下「選定委員会」という。）

においてプレゼンテーションを行い、選定委員会が提案内容を総合的に審査し、評

価が最も高かった提案者を委託候補者として選定する。 

ただし、その者が著しく社会的信用を損なう等により、本業務を委託するにふさ

わしくないと認められるときは、次順位の団体を委託先候補者として選定する。 

なお、企画提案書等を提出した者が１者のときは、選定委員会が提案内容を総合

的に審査し、本事業の委託先として適当であると認めた場合に、当該企画提案書等

を提出した者を委託候補者として選定する。 
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９ 選定委員会の開催 

（１）第一次審査（書類審査）  

  ア 提出された企画提案書等に基づく書類審査を実施する。ただし、企画提案書

等を提出した者が５者以下の場合は、提出書類を確認後、「（２）第二次審査

（プレゼンテーション）」のみを実施する。 

  イ 第一次審査の結果は、企画提案書等の提出者全員に対して令和４年７月２６

日（火）までに電子メールで通知する。なお、審査及び審査結果についての問

い合わせには応じない。 

  ウ 第一次審査通過者は、５者以内を想定。 

  エ 第一次審査通過者については、以下「（２）第二次審査（プレゼンテーショ

ン）」の審査を実施する。  

（２）第二次審査（プレゼンテーション）  

  ア 企画提案書等の提出後は、その内容を変更することはできない。また、提出

された企画提案書等は返却しない。 

  イ プレゼンテーションの内容は企画提案書に基づき、特に重視する点や強調す

る点について、説明を行うこと。プレゼンテーションの会場における追加資料

の配布等は不可とする。  

  ウ １者当たりプレゼンテーションの時間は１０分以内とし、質疑の時間を１５

分程度とする。  

  エ プレゼンテーションに参加しない者については、契約先候補者には選定しな

い。  

  オ 会場に入室できる人数は３名以内とし、入室した者が分担して説明、質疑に

対する回答を行うなど、従事予定者個々の力量を発揮したプレゼンテーション

に努めること。  

  カ パソコン、プロジェクター等の機材は使用不可とする。 

  キ プレゼンテーションは、令和４年８月１日（月）～８月５日（金）にさいた

ま市内県庁付近で開催予定。場所、時間などの詳細については、後日、通知す

る。 

  ク 第二次審査の結果は、プレゼンテーションの参加者全員に対して、８月中旬

までに電子メールで通知する。なお、審査及び審査結果についての問い合わせ

には応じない。 

 

10 契約の締結 

（１）契約締結前の協議 

   委託先候補者の選定後、埼玉県と委託先候補者との間で業務履行に必要な協議

を行う。また、協議の際、企画提案の一部について変更を求める場合もある。 

（２）契約の締結 

   埼玉県と委託先候補者との間で協議が整った場合は、委託先候補者に選定され

た者から改めて見積書を徴収し、見積書を精査の上、随意契約による委託契約を

締結する。協議が整わない場合や、契約締結までの間に委託先候補者に事故があ

る場合等は、選定委員会における次順位の提案者と改めて協議を行う。 

（３）その他 
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   緊急でやむを得ない理由等により企画提案競技を実施することができないと認

められるときは、企画提案競技を停止、中止又は取り消すことがある。なお、こ

の場合において当該企画提案競技に要した費用を埼玉県に請求することはできな

い。 

 

 

＜参考＞選定スケジュール  

  ７月 １日（金）午後５時まで   質問締切 

     ８日（金）    質問回答 

    １５日（金）午後５時 必着   企画提案競技参加希望書 提出期限 

    ２２日（金）午後５時 必着   企画提案書 提出期限 

    ２６日（火）    第一次審査結果通知 

  ８月 １日（月）～５日（金）  第二次審査（プレゼンテーション） 

  ８月１２日（金）以降    第二次審査結果通知 

 

 


